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Ⅰ. 学術
（研究の理念）
東京大学は、真理を探究し、知を創造しようとする構成員の多様に
して、自主的かつ創造的な研究活動を尊び、世界最高水準の研究を
追求する。東京大学は、研究が人類の平和と福祉の発展に資するべ
きものであることを認識し、研究の方法および内容をたえず自省す
る。東京大学は、研究活動を自ら点検し、これを社会に開示すると
ともに、適切な第三者からの評価を受け、説明責任を果たす。

１　科学研究は、人類の幸福と社会の発展のために欠くべからざる
活動である。科学研究の成果は公開されることにより研究者相互の
厳密な評価と批判にさらされ、それに耐え抜いた知識が人類共有の
財産として蓄積され活用される。科学研究に携わる者は、この仕組
みのもとで人類社会に貢献する責務を負っており、またそれを誇り
としている。この科学者コミュニティの一員として、研究活動につ
いて透明性と説明性を自律的に保証することに、高い倫理観をもっ
て努めることは当然である。

２　科学研究における不正行為は、こうした研究者の基本的な行動
規準に真っ向から反するものである。のみならず、研究者の活動の
場である大学に対する社会の信頼を著しく損ない、ひいては科学の
発展を阻害する危険をもたらす。それは、科学研究の本質そのもの
を否定し、その基盤を脅かす、人類に対する重大な背信行為であ
る。
　それゆえ、科学研究を行うにあたっては、捏造、改ざん、盗用を
行わないことはもとより、広く社会や科学者コミュニティによる評
価と批判を可能とするために、その科学的根拠を透明にしなければ
ならない。科学研究に携わる者は実験・観測等の実施者、共同研究
者、研究グループの責任者など立場のいかんを問わず、説明責任を
果たすための具体的な措置をとらなければならない。

３　科学研究に携わる者の責任は、負託された研究費の適正使用の



研究活動の不正行為：
　東京大学の科学研究における行動規範では、研究活動の不
正行為を次のように定義しています。本学は、これらの不正
行為について、調査・裁定を行う体制を整備しています。

　その他、上記行為の証拠隠滅等の隠蔽行為又は立証妨害行
為（追試又は再現を行うために不可欠な実験記録等の資料又
は実験試料等の隠蔽、廃棄及び未整備、立証妨害の意図によ
る虚偽の陳述を含む。）及び上記行為の指示、命令又は強要
も不正行為にあたります。
　もし不正行為が行われた場合、不正行為を行った者や、不正
行為のあった論文の責任著者等は、懲戒や、研究費の返還、競
争的資金の申請制限などの対象となることがあります。

その他の不適切な行為：
　さらに、科学者コミュニティの一員として高い倫理観を求
める行動規範の趣旨からは、以下のような行為は不適切であ
り、決して行ってはなりません。

信頼性・客観性の保証：
　研究成果の信頼性は、科学の発展の基盤です。研究成果の発
表にあたっては、研究手法やデータ処理は適切か、再現性は十
分確認されているか、先入観や偏見に捉われていないか、慎重
に検証しましょう。そのためにも、他の研究者や学生と相互に
忌憚なく議論し、チェックし合える環境を作りましょう。論文
等に誤りがあった場合、他の研究者への影響が最小限になるよ
う、速やかに訂正を公表してください。

研究記録・試料の保管：
　研究結果は、他の研究者による厳しい評価と批判を経て「真
理」として認められます。他の研究者による追試や評価を可能
にするために、他者が見てもわかるように実験ノート・研究
ノート等を作成して研究の記録を残し、論文等の発表後も記録
やデータ、試料等を保存しておくことが必要です。

引用のマナー：
　新たな発見は、先行する研究成果のうえに成り立っていま
す。他の研究者の業績に敬意を払い、関連の先行研究を誠実に
確認・評価し、自らの研究と先行研究の位置づけを明確にしま
しょう。適切に引用することは、自らの研究のオリジナリティ
を明確にすることにもつながります。

Research Misconduct:
 The University of Tokyo’s Code of Conduct for Research 
defines the following three acts as research misconduct. The 
University has policies and procedures in place to investigate 
and judge allegations or evidence of misconduct.

 In addition, the following are also taken as Research 
Misconduct:
- Cover-up attempts such as destruction of evidence, or 
obstruction of an investigation, including: hiding, 
disposing, or not organizing sources such as the research 
record, or experimental samples etc., essential for carrying 
out experimental repetition or reproduction; or to 


